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(57)【要約】
【課題】ＲＣ柱を既製杭に対して合理的にしかも施工性
良く低コストで直接接合する。
【解決手段】杭頭部と柱脚部に跨る接合鋼管３を設けて
、接合鋼管内において柱主筋９の下端と杭頭とを対向配
置し、あるいは柱主筋の下端部を杭頭部の周囲に配筋し
、接合鋼管内に充填コンクリート４を打設充填して柱主
筋の下端部を定着する。接合鋼管の下端内側にダイヤフ
ラム１０を設けたり、接合鋼管の上端部内側に係合凸部
としての突条１２を設けることが好ましい。接合鋼管と
しては、全ての柱主筋を内包し得る大きさの円形鋼管を
用いるか、あるいは、一部の柱主筋を内包し得る大きさ
の円形鋼管を主体としてその外側四隅部に補強鋼板を一
体に溶接したもの、全ての柱主筋を内包し得る大きさの
角形鋼管を主体としてその内側四隅部に補強鋼板を一体
に溶接したものを用いる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＰＨＣ杭等の既製杭の杭頭部と鉄筋コンクリート柱の柱脚部との接合構造であって、
　杭頭部と柱脚部に跨る接合鋼管を設けて、該接合鋼管内において柱主筋の下端と杭頭と
を対向配置し、該接合鋼管内に充填コンクリートを打設充填して該充填コンクリート中に
柱主筋の下端部を定着してなることを特徴とする杭と柱の接合構造。
【請求項２】
　ＰＨＣ杭等の既製杭の杭頭部と現場施工される鉄筋コンクリート柱の柱脚部との接合構
造であって、
　杭頭部と柱脚部に跨る接合鋼管を設けて、該接合鋼管内において柱主筋の下端部を杭頭
部の周囲に配筋し、該接合鋼管内に充填コンクリートを打設充填して該充填コンクリート
中に柱主筋の下端部を定着してなることを特徴とする杭と柱の接合構造。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の杭と柱の接合構造であって、
　接合鋼管の下端内側にダイヤフラムを設けて、該ダイヤフラムの内側に杭頭部を挿通せ
しめてなることを特徴とする杭と柱の接合構造。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の杭と柱の接合構造であって、
　接合鋼管の上端部内側に、該接合鋼管内の充填コンクリートに係合する突起ないし突条
からなる係合凸部を設けてなることを特徴とする杭と柱の接合構造。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の杭と柱の接合構造であって、
　接合鋼管は、全ての柱主筋を内包し得る大きさの円形鋼管からなることを特徴とする杭
と柱の接合構造。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれかに記載の杭と柱の接合構造であって、
　接合鋼管は、一部の柱主筋を内包し得る大きさの円形鋼管を主体として、その外側四隅
部に、外形輪郭が略矩形となって他の柱主筋を内包し得るように補強鋼板を一体に溶接し
てなることを特徴とする杭と柱の接合構造。
【請求項７】
　請求項１～４のいずれかに記載の杭と柱の接合構造であって、
　接合鋼管は、全ての柱主筋を内包し得る大きさの角形鋼管を主体として、その内側四隅
部に、内部輪郭が多角形となるように補強鋼板を一体に溶接してなることを特徴とする杭
と柱の接合構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は建物の基礎の構造に係わり、特にＰＨＣ杭等の既製杭の杭頭部と鉄筋コンクリ
ート柱の柱脚部とを合理的に直接接合するための構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、従来一般の杭基礎においては杭頭部と柱脚部とを構造的に確実強固に接
合するために、それらの接合部に頑強な鉄筋コンクリート造のフーチングを設け、かつフ
ーチング間には大断面の基礎梁を設けることが従来一般的であったが、最近においては工
期短縮とローコスト化の要請から杭頭部と柱脚部とを直接的に接合してフーチングや基礎
梁を省略する構造も試みられている。
　たとえば、鉄骨柱やコンクリート充填鋼管柱と杭とを直接接合するための構造として、
特許文献１～２に示されるような接合構造の提案がある。
　特許文献１は既製杭と鉄骨柱との直接接合に適用するもので、杭頭に対して柱脚を突き
合わせてボルト締結したうえでそれらの接合部の外側にコンクリートを打設するようにし
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たものである。
　特許文献２は既製杭と充填型鋼管コンクリート柱との直接接合に適用するもので、接合
部に接合鉄筋を配筋してその上下をそれぞれ柱脚部と杭頭部に挿入し、接合部の周囲にコ
ンクリートを打設するようにしたものである。
【特許文献１】特開２００２－１８８１５４号公報
【特許文献２】特開２００４－１０８０９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、最近においては柱と杭との直接接合を鉄骨系の構造の建物のみならず、より
一般的な鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）の建物にも適用したいという要請があるが、ＲＣ
造の建物の施工に際しては配筋作業を伴うし、ＲＣ柱は鉄骨系の柱に比べて所要断面が大
きくなることが通常であるので、ＲＣ柱と杭との直接接合は必ずしも容易ではなく、その
ための有効適切な接合構造は未だ確立していない。勿論、特許文献１～２に示されるよう
な鉄骨系の構造を前提としている接合構造はＲＣ造の建物にもそのまま適用できるもので
はない。
【０００４】
　上記事情に鑑み、本発明は、ＲＣ柱を既製杭に対して構造的に合理的にしかも施工性良
く低コストで直接接合することが可能な有効適切な接合構造を提供することを目的として
いる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、ＰＨＣ杭等の既製杭の杭頭部と鉄筋コンクリート柱の柱脚部との接合構造で
あって、杭頭部と柱脚部に跨る接合鋼管を設けて、該接合鋼管内において柱主筋の下端と
杭頭とを対向配置し、該接合鋼管内に充填コンクリートを打設充填して該充填コンクリー
ト中に柱主筋の下端部を定着してなることを特徴とする。
　また、本発明は、同じくＰＨＣ杭等の既製杭の杭頭部と現場施工される鉄筋コンクリー
ト柱の柱脚部との接合構造であって、杭頭部と柱脚部に跨る接合鋼管を設けて、該接合鋼
管内において柱主筋の下端部を杭頭部の周囲に配筋し、該接合鋼管内に充填コンクリート
を打設充填して該充填コンクリート中に柱主筋の下端部を定着してなることを特徴とする
。
【０００６】
　本発明においては、接合鋼管の下端内側にダイヤフラムを設けて、該ダイヤフラムの内
側に杭頭部を挿通せしめることが好ましい。また、接合鋼管の上端部内側に、該接合鋼管
内の充填コンクリートに係合する突起ないし突条からなる係合凸部を設けることも好まし
い。
【０００７】
　また、接合鋼管としては、全ての柱主筋を内包し得る大きさの円形鋼管により構成する
か、あるいは、一部の柱主筋を内包し得る大きさの円形鋼管を主体として、その外側四隅
部に、外形輪郭が略矩形となって他の柱主筋を内包し得るように補強鋼板を一体に溶接し
たものとするか、さらには、全ての柱主筋を内包し得る大きさの角形鋼管を主体として、
その内側四隅部に、内部輪郭が多角形となるように補強鋼板を一体に溶接したものとする
ことが考えられる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、接合鋼管とその内部の充填コンクリートにより充分なせん断耐力が確
保され、したがって杭頭部と柱脚部とをそれら接合鋼管および充填コンクリートを介して
構造的に一体化することができ、従来一般の頑強かつ大断面のフーチングおよび基礎梁を
省略して既製杭とＲＣ柱との合理的な直接接合を実現することができる。
　特に、杭頭部と柱脚部とはそれぞれ接合鋼管内の充填コンクリートに対して定着される
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から、接合鋼管は単に杭頭部に緩挿すれば良いし、柱主筋の下端部は単に接合鋼管内に挿
入すれば良く、したがってそれらを直接的に溶接したりボルト締結するような必要はない
。そのため、高精度の位置決めも不要であって施工が極めて単純化され、杭芯と柱芯との
芯ずれや杭頭レベルの誤差等の若干の施工誤差も支障なく吸収することが可能である。以
上のことから、本発明によれば在来の構造に比較してフーチングや基礎梁を省略できるこ
ととも相まって充分な工期短縮と工費削減を図ることができる。
　また、接合鋼管の形状や寸法は杭および柱の断面形状や寸法を考慮して設定すれば良い
が、いずれにしても鋼管を主体とするもので良いので容易にかつ安価に製作できるし、そ
の施工に際しても何等特殊な重機や面倒な手間、特別の技量を必要としない。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明の第１実施形態を図１～図２を参照して説明する。
　図１において符号１は既製杭であるＰＨＣ杭、２は正方形断面のＲＣ柱であり、本第１
実施形態ではＰＨＣ杭１の杭頭部とＲＣ柱２の柱脚部に跨るような簡易な接合鋼管３を設
けてその内部に充填コンクリート４を打設充填することにより、ＰＨＣ杭１とＲＣ柱２と
を接合鋼管３および充填コンクリート４を介して接合して、従来一般に設けられることが
通常であるフーチングおよび基礎梁を省略したものとなっている。符号５はスラブ、６は
捨てコンである。
【００１０】
　図１（ａ）に示すように、本第１実施形態においてはＰＨＣ杭１の杭頭部に同径寸法の
杭頭鋼管７を予め一体に設けておくとともに、その杭頭鋼管７の上端部の内外にはそれぞ
れ充填コンクリート４に対する係合凸部として機能する突条８を２段ずつ設けておき、そ
の杭頭鋼管７の上端部を接合鋼管３内の下部に挿入して充填コンクリート４に対して定着
した構造となっている。
　なお、上記の杭頭鋼管７はＰＨＣ杭１のせん断耐力を増強するためのものであるが、Ｐ
ＨＣ杭１自体で許容値以上のせん断耐力を確保し得るような場合には杭頭鋼管７は必ずし
も設けることはなく、ＰＨＣ杭１の杭頭部をそのまま接合鋼管３内に挿入して充填コンク
リート４に対して直接定着することでも良い。
【００１１】
　図１（ｃ）に示すように、接合鋼管３はＰＨＣ杭１の杭径よりもやや大径とされ、かつ
ＲＣ柱２の柱主筋９の全てを内包し得る大きさの円形鋼管からなるもので、（ａ）に示す
ようにその下端内側にはダイヤフラム１０が溶接されており、そのダイヤフラム１０の内
側をＰＨＣ杭１の杭頭部（図示例の場合には杭頭鋼管７）が若干のクリアランス１１（１
５ｍｍ程度）を確保した状態で挿通したものとなっている。また、接合鋼管３の上端部内
面には充填コンクリート４に対して係合する係合凸部としての２段の突条１２が全周にわ
たって設けられている。
　なお、上記のダイヤフラム１０は必ずしも設けることはなく省略することも可能である
が、ダイヤフラム１０を設けることで接合鋼管３への杭頭部の挿入長さ（のみこみ長さ）
を小さくすることができる。すなわち、ダイヤフラム１０を省略した場合には接合鋼管３
への杭頭部の所要のみこみ長さは杭径以上とすることが必要であるが、ダイヤフラム１０
を設けた場合には所要のみこみ長さを半減（杭径の１／２程度）させることができる。
【００１２】
　ＲＣ柱２は、柱主筋９の下端部が接合鋼管３内に挿入されてその下端が杭頭（図示例の
場合には杭頭鋼管７の上端）と対向配置され、その状態で柱主筋９の下端部が充填コンク
リート４に対して定着されている。なお、必要であれば、図示例のように柱主筋９の先端
に定着頭部９ａを設けたり、あるいはそれに代えて定着フックを設ける等して、充填コン
クリート４に対する定着強度を増強することもできる。
【００１３】
　本第１実施形態の接合構造によりＰＨＣ杭１とＲＣ柱２とを直接接合する場合の施工手
順を図２に示す。
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　予め杭頭鋼管７を設けたＰＨＣ杭１を通常の工法によって（ａ）に示すように地中に施
工した後、（ｂ）に示すように接合鋼管３を設置するべき位置まで掘削して杭頭部を露出
せしめ、（ｃ）に示すように杭頭部に接合鋼管３を被せるようにしてそこに配置する。
　（ｄ）に示すように接合鋼管３の外側を埋め戻すとともに、地表部に捨てコン６を打設
し、柱配筋を行って柱主筋９の下端部を接合鋼管３内に挿入した状態で建て込み、しかる
後に杭頭鋼管７内および接合鋼管３内に充填コンクリート４を打設充填する。
　そして、スラブ筋（図示せず）の配筋、柱型枠（図示せず）の組み立てを行い、床コン
クリートおよび柱コンクリートを順次あるいは同時に打設して（ｅ）に示すようにスラブ
５およびＲＣ柱２を施工する。
【００１４】
　上記構造によれば、接合鋼管３とその内部の充填コンクリート４により充分なせん断耐
力が確保され、したがって杭頭部と柱脚部とをそれら接合鋼管３および充填コンクリート
４を介して構造的に一体化することができ、従来一般の頑強かつ大断面のフーチングおよ
び基礎梁を省略してＰＨＣ杭１とＲＣ柱２との合理的な直接接合を実現することができる
。
　特に、杭頭部と柱脚部とはそれぞれ接合鋼管３内の充填コンクリート４に対して定着さ
れるから、接合鋼管３は単に杭頭部に緩挿すれば良いし、柱主筋９の下端部は単に接合鋼
管３内に挿入して杭頭に対向させれば良く、したがってそれらを直接的に溶接したりボル
ト締結するような必要はないし、高精度の位置決めも不要であって施工が極めて単純化さ
れ、杭芯と柱芯との芯ずれや杭頭レベルの若干の施工誤差も支障なく吸収することが可能
であるので、極めて施工性に優れるものであって工期短縮と工費削減に大きく寄与するこ
とができる。
　また、接合鋼管３を除いては何等特殊な部材を必要としないし、その接合鋼管３も単な
る汎用の円形鋼管を主体としてそれにダイヤフラム１０と突条１２を溶接しただけの構成
であるから、これを規格化して予め工場製作すれば充分なコストダウンを図れるし、製作
精度も自ずと確保できる。勿論、必要であれば接合鋼管３は現場においても容易にかつ安
価に製作することができるし、その製作や設置に際しても何等特殊な装置や重機、面倒な
手間、特別の技量を必要としない。
【００１５】
　以上で第１実施形態を説明したが、次に、図３～図６を参照して第２実施形態を説明す
る。
　上記第１実施形態はＰＨＣ杭１とＲＣ柱２の断面が同等程度の場合の適用例であるが、
本第２実施形態はＰＨＣ杭１の断面よりもＲＣ柱２の断面が充分に大きい場合の適用例で
あって、接合鋼管３の構成と、その接合鋼管３内の充填コンクリート４に対する杭頭部お
よび柱脚部の定着の形態が若干異なる以外は基本的に第１実施形態と同様である。
【００１６】
　すなわち、第１実施形態においてはＰＨＣ杭１の杭頭部に杭頭鋼管７を設けていたが、
本第２実施形態においては杭頭鋼管７を省略してＰＨＣ杭１の杭頭部をそのまま接合鋼管
３内に挿入するものとしている。なお、ＰＨＣ杭１に引き抜き力が作用する場合等におい
ては、必要に応じて破線で示すように杭頭にパイルスタッド１３等の定着手段を設けても
良い。
　また、第１実施形態においては柱主筋９の下端を杭頭に対向配置したのであるが、本第
２実施形態においては柱主筋９の下端を接合鋼管３内の底部付近に達するように延長して
柱主筋９の下端部を杭頭部の周囲に配筋するものとしている。
【００１７】
　そのため、接合鋼管３として第１実施形態の場合と同様に単なる円形鋼管を採用するこ
とでは、その所要径寸法が過大となってしまうことから、本第２実施形態における接合鋼
管３としては図３（ｃ）および図４に示す構成の角形断面のものが採用されている。
　その接合鋼管３は、ＲＣ柱２の１辺の長さと同等の径寸法の円形鋼管２０を主体として
、その外側に、全体の外形輪郭がＲＣ柱２と同等の略正方形となるように４枚のＬ状の補
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強鋼板２１を一体に溶接したものであって、各辺の中央部に位置する一部の柱主筋９のみ
を円形鋼管２０内に配筋し、四隅部に位置する他の柱主筋９は補強鋼板２１の内側（円形
鋼管２０の外側）に配筋するようにしたものである。なお、図示例のように円形鋼管２０
の上端には補強リング２２を溶接することが好ましく、必要であれば第１実施形態のもの
と同様に下端にダイヤフラム１０を設けても良い。
【００１８】
　あるいは、本第２実施形態における接合鋼管３の他の構成例として、図５に示すものも
好適に採用可能である。これは、ＲＣ柱２と略同断面の角形鋼管２５を主体とするもので
あるが、単なる角形鋼管２５では杭からの力を受けた場合に各辺部が外側に膨らむような
変形を生じる懸念があるので、角形鋼管２５の内側四隅部に補強鋼板２６を一体に溶接す
ることにより内部輪郭を実質的に略多角形とし、それにより円形鋼管を用いる場合と同等
の変形拘束力を確保したものである。
【００１９】
　図６は本第２実施形態の施工手順を示すものである。
　（ａ）に示すようにＰＨＣ杭１を地中に施工した後、（ｂ）に示すように接合鋼管３を
設置するべき位置まで掘削して杭頭部を露出せしめ、その底部に捨てコン６を打設し、（
ｃ）に示すように杭頭部に接合鋼管３を被せるようにしてそこに配置した後、周囲を埋め
戻す。
　（ｄ）に示すように地表部に捨てコン６を打設し、柱配筋を行って柱主筋９の下端部を
接合鋼管３内に挿入して杭頭部の周囲に配筋し、しかる後にＰＨＣ杭１の杭頭部内および
接合鋼管３内に充填コンクリート４を打設充填する。
　そして、スラブ筋（図示せず）の配筋、柱型枠（図示せず）の組み立てを行い、床コン
クリートおよび柱コンクリートを順次あるいは同時に打設して（ｅ）に示すようにスラブ
５およびＲＣ柱２を施工する。
【００２０】
　本第２実施形態においても第１実施形態と同様の効果が得られることに加え、ＲＣ柱２
の断面がＰＨＣ杭１よりも大きい場合であっても接合部の断面が必要以上に過大となるこ
とを回避することができる。
【００２１】
　以上で本発明の第１～第２実施形態を説明したが、上記各実施形態はあくまで好適な一
例に過ぎず、各部の形状や寸法については必要に応じて適宜の設計的変更が可能であるこ
とは言うに及ばず、たとえば以下に示すような変形や応用が可能である。
【００２２】
　上記実施形態はＰＨＣ杭１と現場施工によるＲＣ柱２とを直接接合する場合に適用した
ものであるが、本発明における既製杭としてはＰＨＣ杭のみならずＳＣ杭や単なる鋼管杭
等の他の既製杭も同様に適用できるものである。柱についても、現場施工によることに限
らず予め工場製作したプレキャストコンクリート柱を採用することも可能であるし、柱断
面は角形に限らず円形断面の丸柱とすることも勿論可能である。
【００２３】
　接合鋼管３としては、第１実施形態で説明したもののように円形鋼管にダイヤフラム１
０や、係合凸部としての突条１２あるいは突起等を設けたもの、あるいは第２実施形態で
説明したような円形鋼管２０あるいは角形鋼管２５を主体として補強鋼板２１，２６を一
体化し、さらに補強リング２２を有するものが好ましいが、それに限るものでもなく、接
合鋼管３とその内部への充填コンクリート４とによって充分な接合強度とせん断耐力とを
確保できる限りにおいて、接合鋼管３の構造や構成、形状、寸法は任意であり、たとえば
内面リブ付き鋼管も好適に採用可能である。
【００２４】
　なお、第２実施形態の接合鋼管は第１実施形態にも支障なく適用可能である。逆に、第
１実施形態の接合鋼管を第２実施形態に適用することは、柱断面が角形の場合には接合鋼
管としての円形鋼管を柱断面に対して充分に大きくする必要があるものの、それが許容さ
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の下端にダイヤフラムを設けることで杭頭部の所要のみこみ長さを小さくできることから
特に有利となる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の第１実施形態を示す図である。
【図２】同、施工手順を示す図である。
【図３】本発明の第２実施形態を示す図である。
【図４】同、接合鋼管の一例を示す図である。
【図５】同、接合鋼管の他の例を示す図である。
【図６】同、施工手順を示す図である。
【符号の説明】
【００２６】
　１　ＰＨＣ杭（既製杭）
　２　ＲＣ柱（鉄筋コンクリート柱）
　３　接合鋼管
　４　充填コンクリート
　５　スラブ
　６　捨てコン
　７　杭頭鋼管
　８　突条（係合凸部）
　９　柱主筋
　９ａ　定着頭部
　１０　ダイヤフラム
　１１　クリアランス
　１２　突条（係合凸部）
　１３　パイルスタッド
　２０　円形鋼管
　２１　補強鋼板
　２２　補強リング
　２５　角形鋼管
　２６　補強鋼板
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